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観光による消費拡大緊急対策事業について

観光振興課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症に伴う観光客の減少により、本県の観光関連産業が

大きな影響を受けていることから、冬季においても切れ目なく県民による県内流

動を促進し、観光消費の拡大を図る。

２ 概 要

（１）冬季宿泊・観光関連事業者支援事業【新規】 ６７２，１０５千円

①宿泊事業者への助成

冬季の県内在住者向け宿泊プランを造成する宿泊事業者に対して助成を行う。

・補 助 率：１／２（上限５，０００円）

・限 度 額：１施設当たり２５０万円

・対象期間：令和３年１２月～令和４年２月

・委 託 先：(株)ＪＴＢ秋田支店 （予定）

②観光関連施設応援クーポンの発行

上記宿泊プランの利用者に対し、旅行中に使用できるクーポンを配付する。

・内 容：１泊当たり１枚のクーポン（１，０００円分）を配付

・発行枚数：１００，０００枚

・対象施設：観光関連施設（道の駅、土産店、観光体験施設 等）

・委 託 先：(株)ＪＴＢ秋田支店 （予定）

（２）スキー場を活用した冬季誘客促進事業【新規】 ６８，１５２千円

スキー場への誘客により冬季観光の振興を図るため、県内在住者を対象とし

たリフト代金等の割引券を発行する。

・発行枚数：２，０００円割引（リフト･食事等） １０，０００枚

７，０００円割引（リフト･食事＋レンタル等） ５，０００枚

・対象施設：秋田県スキー場協会加盟１５スキー場

・対象期間：令和３年１２月～令和４年３月上旬

・委 託 先：秋田県スキー場協会 （予定）

（３）冬季旅行商品造成支援事業【新規】 ６２，０１８千円

冬季における県内発着の旅行商品を造成・販売する県内旅行会社に対し、送

客人数等に応じた補助を行う。
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・補 助 額：（宿 泊）１人当たり ５，０００円

（宿泊＋体験）１人当たり ６，０００円

（日 帰 り）１人当たり ２，５００円

（広告助成）１社当たり ３００，０００円

・限 度 額：１事業者当たり５３０万円（うち広告助成は３０万円）

・対象期間：令和３年１１月～令和４年２月

・補助要件：県内事業者所有の貸切バス等の利用

お土産を販売する施設への立ち寄り 等

・委 託 先：(一社)秋田県観光連盟 （予定）

３ 予算額 ８０２，２７５千円

（（１）①及び（３）は新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金活用予定）

（１）冬季宿泊・観光関連事業者支援事業 ６７２，１０５千円

内 訳 ・委託料（原資含む） ６７２，１０５千円

委託料の内訳

・原 資 ６００，０００千円

・事務費 ３６，５００千円

・広告宣伝費 １２，０００千円

・印刷費 ３，０００千円

・管理費等 １４，０５０千円

・消費税及び地方消費税 ６，５５５千円

（２）スキー場を活用した冬季誘客促進事業 ６８，１５２千円

内 訳 ・需用費 １５千円

・役務費 １５千円

・委託料（原資含む） ６８，１２２千円

委託料の内訳

・原 資 ５５，０００千円

・事務費 ２，４９３千円

・広告宣伝費 ６，５００千円

・管理費等 ２，９３６千円

・消費税及び地方消費税 １，１９３千円

（３）冬季旅行商品造成支援事業 ６２，０１８千円

内 訳 ・委託料 １，５１８千円

・負担金補助金及び交付金 ６０，５００千円
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地域公共交通等新型コロナ対策事業について

交通政策課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症の拡大により利用者が大幅に減少している貸切バス

及び第三セクター鉄道について、県民等の利用を促進するとともに、アフターコ

ロナを見据えた車両整備を支援することにより、事業の維持と地域への誘客拡大

を図る。

２ 概 要

（１）貸切バス利用促進事業 ２４，３００千円

貸切バスの料金割引を行う事業者に対し、割引に要する経費を補助する。

・補 助 率：１／２（貸切バス料金を５０％割引）

・限 度 額：１日１台当たり７５千円

※当初６７，５００千円 → 補正後９１，８００千円

（２）三セク鉄道イベント観光列車整備事業【新規】 １２，５００千円

三セク鉄道事業者が地元自治体と一体となって実施する観光列車の車両改装

に要する経費の一部を補助する。

・補助対象者：秋田内陸縦貫鉄道(株)

・対 象 経 費：観光列車「マタギ号」１両に係る車体塗装、座椅子の設置、

座席テーブル・ワンマン装置の更新 等

・補 助 率：国１／２、県１／４、北秋田市・仙北市１／４

（国・市の補助は直接事業者に交付）

【改装イメージ】
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３ 予算額 ３６，８００千円

（１）貸切バス利用促進事業 ２４，３００千円

（負担金補助及び交付金）

（２）三セク鉄道イベント観光列車整備事業 １２，５００千円

（負担金補助及び交付金）
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秋田新幹線新仙岩トンネル整備促進事業費に係る債務負担行為の設定について

交通政策課

１ 目 的

秋田新幹線の赤渕から田沢湖間における新仙岩トンネル整備計画の早期実現に向け、

ＪＲ東日本が実施する地質調査等に要する経費の一部を負担することとし、当該調査に

係る関係機関との調整等を年内に開始するため、債務負担行為限度額を設定する。

２ 調査の概要

（１）主な調査項目

（２）調査スケジュール（予定）

・令和３年１０月 調査実施に係る県とＪＲ東日本との協定締結

・ 〃 １２月～ 河川管理者、道路管理者等の関係機関との調整

地権者調査・協議 等

・令和５年 ４月～ ボーリング調査、弾性波探査、詳細地表踏査 等

・令和６年 ３月 調査結果のとりまとめ

（３）総事業費

２９７，０００千円

うち、県負担額 １４８，５００千円

負担割合 １／２（負担金補助及び交付金）

３ 債務負担行為の概要

・限 度 額：１４８，５００千円

・設定期間：令和５年度（調査終了年の令和５年度に全額支払予定）

ボーリング調査 地表から中空管を差し込み岩・土等を採取して、その性質・強

度等の試験を行う。（４地点）

弾 性 波 探 査 地表付近で人工的に振動（＝弾性波）を発生させ、返ってきた

振動から地下の岩等の種類・硬さや断層の有無等を推定する。

（３測線、５.５ｋｍ）

詳 細 地 表 踏 査 断層や露出している岩などを現地で確認する。

（２地区、４.８ｋ㎡）

水 文 調 査 湧水・利水等の状況を把握するため、水質・水量等を計測する。

（区間全域）

明かり区間の調査 トンネル出入口部分に新設する橋梁等について、その位置や大

まかな構造形式等を検討するため、地質調査や測量等を行う。
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第７７回国民体育大会冬季大会スキー競技会開催事業について

スポーツ振興課

１ 目 的

「美の国あきた鹿角国体２０２２」の開催に向け、新型コロナウイルスの感染防止対

策を強化し、選手をはじめ大会参加者や県民等の安全・安心を確保した円滑な大会運営

を図る。

２ 概 要

（１）新型コロナウイルス等感染症対応救護所の設置 １３，８９４千円

会場内に新型コロナウイルス等感染症対応救護所を設置し、医師による体調不良者

の診察、診断等を行う。

・救護所の設置（陰圧ハウス２棟）

・医師、看護師、臨床検査技師の配置（各２名）

委託先：(一社)秋田県医師会

・ＰＣＲ検査の実施

委託先：(公財)秋田県総合保健事業団

（２）宿泊療養施設等への搬送体制の構築 ３，４６８千円

移動手段を有していない大会関係者が新型コロナウイルスに感染した場合、必要に

応じて宿泊療養施設等への搬送を行う。

・車両の借り上げ、乗務員の確保等

（３）インターネットによる動画配信 ４，５３８千円

競技会場の三密を避け、遠隔地での競技観戦機会を提供するため、インターネット

動画の配信を行う。なお、ウェブサイト上への動画チャンネルの設置及び配信に要す

る費用は日本スポーツ協会、配信動画の撮影等に要する費用は県が負担する。

・追跡･定点カメラによる配信動画の撮影等

委託先：（株）時事通信社

３ 予算額 １４，６００千円

内 訳 ・役務費 ２１６千円

・委託料 ２１，６８４千円

・負担金補助及び交付金 ▲７，３００千円

※開催地負担の増額に伴う大会運営交付金の減額
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秋田県民会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案について

文化振興課

１ 改正理由

あきた芸術劇場の設備を使用する者から使用料を徴収する必要がある。

２ 改正内容

設備の使用料を新しい使用料に改める。

３ 基本的な考え方

設備の使用料については、令和元年１２月議会で示したホール等施設使用料の基本的

な考え方と同様に、全国類似施設の平均使用料を料金の目安とした上で、県内文化団体

等が利用しやすい料金となるよう設定した。

また、条例で規定する使用料については、全体額を設定した上で、県・市の所有割合

（県：５７.５％、市：４２.５％）に応じた金額を算出したものとする。

主な設備の使用料と既存施設との比較

区分 使用料（１時間につき）

あきた芸術劇場 県民会館 市文化会館

舞台 音響反射板（大ホール） 1,100円 600円 923円

設備 移動式音響反射板（中ホール） 720円 － －

※全18台利用の場合（@40円×18）

所作台（大ホール） 1,600円 900円 1,386円

松羽目（大・中ホール） 370円 313円 306円

譜面台 20円 17円 20円

照明 ボーダーライト（大ホール） 390円 320円 243円

設備 アッパーホリゾントライト 370円 243円 306円

（大ホール）

音響 拡声装置（大ホール） 1,300円 1,110円 783円

設備 三点つりマイク装置（大ホール） 260円 250円 151円

楽器 グランドピアノＡ 3,000円 1,767円 2,466円

※あきた芸術劇場の使用料は、県・市の合計額
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